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令和 4 年 8 月 26 日 
お 客 様 各 位 

永和証券株式会社 
 

「永和証券 取引約款集」に係る「株式等振替決済口座管理約款」 
の一部変更に関するご案内 

 
 平素は格別なご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

この度、当社の「永和証券 取引約款集」に係る「株式等振替決済口座管理約款」を一部

変更いたしますので、ご案内させていただきます。変更の趣旨は、会社法改正（2022 年９

月１日施行）において、株主総会資料の電子提供制度が新たに創設されたことを受け対応

を行うものです。 
なお、これらの内容をご覧いただく場合には、当社ホームページのトップページ（URL  

http://www.eiwa-sec.co.jp/）に掲載の「取引約款集」のバナーをご覧ください。 
具体的な変更の内容は、以下の新旧対照表を参考にご確認ください。 

 
「株式等振替決済口座管理約款」改正の新旧対照表 

（下線部分変更） 

新 旧 

第７編 株式等振替決済口座管理約款 
 
第１条～第７条（現行通り） 
 
（発行者に対する代表者届又は代理人選任

届その他の届出） 
第８条 当社は、お客様が、発行者に対する

代表者届又は代理人選任届その他の届出

を行うときは、当社にその取次ぎを委託す

ることにつき、ご同意いただいたものとし

て取り扱います。 
２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、

お客様が新たに取得した振替株式、振替新

株予約権付社債、振替新株予約権、振替投

資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、

振替上場投資信託受益権又は振替受益権

については、次の各号に定める通知等のと

第７編 株式等振替決済口座管理約款 
 
第１条～第７条 （省 略） 
 
（発行者に対する代表者届又は代理人選任

届その他の届出） 
第８条 当社は、お客様が、発行者に対する

代表者届又は代理人選任届その他の届出

を行うときは、当社にその取次ぎを委託す

ることにつき、ご同意いただいたものとし

て取り扱います。 
２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、

お客様が新たに取得した振替株式、振替新

株予約権付社債、振替新株予約権、振替投

資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、

振替上場投資信託受益権又は振替受益権

については、総株主通知、総新株予約権付
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きに行うことにつき、ご同意いただいたも

のとして取り扱います。 
 

 

 

 

 

 

1 総株主通知、総新株予約権付社債権者

通知、総新株予約権者通知、総投資主通

知、総新投資口予約権者通知、総優先出

資者通知又は総受益者通知（以下第 26
条において「総株主通知等」といいま

す。） 
2 個別株主通知、個別投資主通知又は個

別優先出資者通知 
3 株主総会資料、投資主総会資料又は優

先出資者総会資料の書面交付請求（第

22 条第２項に規定する書面交付請求を

いいます。） 
 
第９条～第21条（現行通り） 
 
（個別株主通知等の取扱い） 
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定

の方法により、個別株主通知の申出（振替

法第 154 条第４項の申出をいいます。）の

取次ぎの請求をすることができます。 
２ お客様は、当社に対し、当社所定の方法

により、発行者に対する会社法第 325 条
の５第１項の規定に基づく株主総会資料

の書面交付請求、投資信託及び投資法人に

関する法律第 94 条第１項に基づく投資

主総会資料の書面交付請求及び協同組織

金融機関の優先出資に関する法律第 40 
条第４項に基づく優先出資者総会資料の

社債権者通知、総新株予約権者通知、総投

資主通知、総新投資口予約権者通知、総優

先出資者通知若しくは総受益者通知（以下

第 26 条において「総株主通知等」といい

ます。）又は個別株主通知、個別投資主通

知若しくは個別優先出資者通知のときに

行うことにつき、ご同意いただいたものと

して取り扱います。 
（新 設） 

 
 
 
 
 

（新 設） 
 

（新 設） 
 
 
 
 
第９条～第21条 （省 略） 
 

（個別株主通知の取扱い） 

第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定

の方法により、個別株主通知の申出（振替

法第 154 条第４項の申出をいいます。）の

取次ぎの請求をすることができます。 
（新 設） 
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書面交付請求の取次ぎの請求をすること

ができます。ただし、これらの書面交付請

求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた

基準日までに行っていただく必要があり

ます。 
３ 前２項の場合は、手続料をいただくこと

があります。 
 

第23条～第43条（現行通り） 
 

この約款は、2022 年 9 月 1 日より適用し
ます。 

 
 
 
 
 

（新 設） 

 

 

第23条～第43条（省 略） 
 

この約款は、2022 年 4 月 1 日より適用し
ます。 

 
以 上 


